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剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年５月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、2026 年３月31 日を基準日とする剰余金の配当

を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．配当の内容 

 決 定 額 
直近の配当予想 

(2026 年2 月 12 日公表) 

前 期 実 績 

(2025 年３月期) 

基  準  日 2026 年３月31 日 2026 年３月31 日 2025 年３月31 日 

１ 株 当 た り 配 当 金 53 円 10 銭 51 円 90 銭 51 円 90 銭 

配 当 金 の 総 額 1,838 百万円 ― 1,796 百万円 

    効 力 発 生 日 2026 年６月５日 ― 2025 年６月４日 

配 当 原 資 利益剰余金 ― 利益剰余金 

 （注）配当金の総額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 

 

  (参考)年間配当の内訳 

 １株当たり配当金 

基  準  日 第２四半期末 期  末 年  間 

当 期 実 績 51 円 90 銭 53 円 10 銭 105 円 

前 期 実 績 
（2025 年３月期） 51 円 90 銭 51 円 90 銭 103 円 80 銭 

 

２．理由 

当社の利益配分に関す る基本方針は、2025 年度より始まる中期経営計画「Transformative Value 

Evolution(TVE) Wave2 2027」(2025 年度から 2027 年度)の期間は、当社の持続的成長と株主の皆様への長期

的な利益を一層重視するために機動的な施策を可能とし、経済の状況に左右されることなく配当額の安定性を高めるため、

一株当たりの配当下限額を 103.8 円に設定させて戴くとともに、総還元性向として、目標値を 50%以上とする方針として

おります。 

なお、当社は、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間、期末の年２回、

配当を行うことを基本としております。 

2026 年３月期の期末配当金は、本日開催の取締役会決議により、１株当たり普通配当 53.1 円とさせていただきまし

た。これにより、既に実施しております中間配当金１株当たり 51.9 円と合わせまして、当期の年間配当金は 105 円となりま

す。 

以 上 


